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〔キーワード〕　商品形態の模倣（不競法２条１項３

号・５項）、著作権（複製権・翻案権）の侵害（著

112条１項・２項）、純粋美術と応用美術、応用

美術品と意匠、美的鑑賞、被告物品販売の損害額

【主　　文】

１　被告は、別紙被告商品目録記載１、同３の各商
品を製造し、販売し、又は販売の申出をしてはな
らない。

２　被告は、別紙被告商品目録記載１、同３の各商
品を廃棄せよ。

３　被告は、原告に対し、1084万1977円及び内金
789万7488円に対する平成27年９月１日から、内
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金294万4489円に対する平成27年11月12日から各
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
５　訴訟費用はこれを５分し、その２を原告の負担
とし、その余を被告の負担とする。
６　この判決は、第３項に限り仮に執行することが
できる。

【事案の概要】
　本件のうち甲事件は、別紙原告商品目録記載１、
同２の各商品（以下「原告商品１」、「原告商品２」
という。）を製造、販売していた原告（株式会社ジオ
ン商事）が、別紙被告商品目録記載１、同２の各商
品（以下「被告商品１」、「被告商品２」という。）を
製造販売する被告（玉一商店株式会社）に対し、下
記Ⅰ、Ⅱの請求をした事案であり、乙事件は、別紙
原告商品目録記載３の商品（以下「原告商品３」と
いう。）を製造、販売していた原告が、別紙被告商品
目録記載３の商品（以下「被告商品３」という。）を
製造販売する被告に対し、下記Ⅲの請求をした事案
である。

記
Ⅰ　被告商品１の製造販売行為についての請求

被告商品１は原告商品１の形態を模倣した商
品であり、その販売行為が不正競争防止法２条１
項３号の不正競争に該当することを理由とする同
法３条１項に基づく製造販売等の差止請求、同条
２項に基づく廃棄請求のほか、同法４条に基づく
790万6237円（弁護士費用損害71万8749円を含む。）
の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の
日である平成27年９月１日から支払済みまで民法
所定の年５分の割合による遅延損害請求

Ⅱ　被告商品２の製造販売行為についての請求

ⅰ　被告商品２は原告商品２の形態を模倣した商
品であり、その販売行為が不正競争防止法２条
１項３号の不正競争に該当することを理由とす
る同法３条１項に基づく製造販売等の差止請求、
同条２項に基づく廃棄請求のほか、同法４条に
基づく486万4522円（弁護士費用損害44万2229
円を含む。）の損害賠償請求及びこれに対する不
法行為の後の日である平成27年９月１日から支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延

損害金請求（主位的請求）
ⅱ　被告商品２は著作物である原告商品２を複製

又は翻案した商品であるとして、著作権（複製
権又は翻案権）侵害を理由とする著作権法112
条１項に基づく差止請求、同条２項に基づく廃
棄請求のほか、著作権侵害の不法行為に基づく
損害賠償請求として上記ⅰと同額の損害賠償請
求（第１次的予備的請求）

ⅲ　被告商品２の製造販売行為が一般不法行為を
構成することを理由とする、一般不法行為に基
づく差止請求、廃棄請求のほか、損害賠償請求
として上記ⅰと同額の損害賠償請求（第２次的
予備的請求）

Ⅲ　被告商品３の製造販売行為についての請求

ⅰ　被告商品３は原告商品３の形態を模倣した商
品であり、その販売行為が不正競争防止法２条
１項３号の不正競争に該当することを理由とす
る同法３条１項に基づく製造販売等の差止請求、
同条２項に基づく廃棄請求のほか、同法４条に
基づく295万2937円（弁護士費用損害26万8448
円を含む。）の損害賠償請求及びこれに対する不
法行為の後の日である平成27年11月12日から支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
損害金請求 （主位的請求）

ⅱ　被告商品３は著作物である原告商品３を複製
又は翻案した商品であるとして、著作権（複製
権又は翻案権）侵害を理由とする著作権法112
条１項に基づく差止請求、同条２項に基づく廃
棄請求のほか、著作権侵害の不法行為に基づく
損害賠償請求として上記ⅰと同額の損害賠償請
求（第１次的予備的請求）

ⅲ　被告商品３の製造販売行為が一般不法行為を
構成することを理由とする、一般不法行為に基
づく差止請求、廃棄請求のほか、損害賠償請求
として上記ⅰと同額の損害賠償請求（第２次的
予備的請求）

１　判断の基礎となるべき事実（争いのない事実並
びに各項末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認定できる事実。なお、甲事件において提
出された証拠を甲Ａ、乙Ａ、乙事件において提出
された証拠を、甲Ｂ、乙Ｂと表記する。）


